
「ピロキロン農薬蜜蜂影響評価書（案）」 

についての意見・情報の募集について 

令 和 ８ 年 ３ 月 2 3 日 

農林水産省消費・安全局 

 この度、「ピロキロン農薬蜜蜂影響評価書（案）」について、広く国民の皆様から意見・

情報を募集いたします。 

 今後、本案については、提出いただいた意見・情報を考慮した上で、決定することと

しております。 

   記 

１ 意見公募の趣旨・目的・背景 

農林水産大臣は、農薬取締法（昭和 23 年法律第 82 号）第 39 条第 1 項の規定に基づ

き、農薬の登録、変更の登録等について、農業資材審議会の意見を聴かなければなら

ないとされています。このうち、農薬の蜜蜂への影響評価に関する事項については、

関連分野における高い知見を有する専門家で構成される農業資材審議会農薬分科会農

薬蜜蜂影響評価部会で検討することとしています。 

令和８年３月５日、第 20 回農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会におい

て、ピロキロンについて審議され、ピロキロン農薬蜜蜂影響評価書（案）が了承されま

した。 

つきましては、本評価書案について、広く国民の皆様からの意見・情報を募集いた

します。 

２ 意見公募の対象となる案及び関連資料の入手方法 

（１）e-Gov（https://www.e-gov.go.jp/）の「パブリック・コメント」欄に掲載

（農林水産省ホームページにあるリンクからアクセスが可能）

（２）農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室において配布

３ 意見・情報の提出方法 

（１）e-Gov の意見入力フォームを使用する場合

「パブリック・コメント：意見募集中案件詳細画面」の「意見募集要領（提出先

を含む）」を確認の上、意見入力へのボタンをクリックし、「パブリック・コメント：

意見入力フォーム」より提出を行ってください。 

（２）郵送の場合

以下担当まで送付してください。

令和８年５月 28 日 農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会（第 21 回）

参考資料１１－５

https://www.e-gov.go.jp/
平林太輔(HIRABAYASHIDais
長方形



 

〒100－8950 東京都千代田区霞が関１－２－１ 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 

 

４ 意見・情報の提出上の注意 

提出の意見・情報は、日本語に限ります。 

頂いた御意見については、個人情報を除き全て公開される可能性があることをあ

らかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特

定個人を識別し得る記述がある場合及び個人・法人等の財産等を侵害するおそれが

あると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。 

また、提出に当たっては、氏名及び住所（法人又は団体の場合は、名称、代表者

の氏名及び主たる事務所の所在地）並びに連絡先（電話番号又は電子メールアドレ

ス）を明記してください。御記入いただいた個人情報は、提出意見・情報の内容に

不明な点があった場合等の連絡や確認等に利用するほか、当該意見・情報の内容に

応じて、農林水産省内の関係部署、関係府省等に共有することがあります。 

なお、電話での意見・情報はお受けしませんので御了承願います。また、頂いた

御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。 

 

５ 意見・情報受付期間 

令和８年３月 23 日～令和８年４月 21 日 

（郵送の場合も締切日必着とします。） 

 

６ 公示資料 

ピロキロン農薬蜜蜂影響評価書（案） 
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ピロキロン 

農薬蜜蜂影響評価書 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２６年３月５日 

農業資材審議会農薬分科会 

農薬蜜蜂影響評価部会 
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山本 幸洋  横井 智之  
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ピロキロン 

Ⅰ．評価対象農薬の概要 

1．有効成分の概要 

1.1 申請者 協友アグリ株式会社 

 

1.2 登録名 ピロキロン 

1,2,5,6-ﾃﾄﾗﾋﾄﾞﾛﾋﾟﾛﾛ[3,2,1-ij]ｷﾉﾘﾝ- 4-ｵﾝ 

1.3 一般名 pyroquilon（ISO名） 

 

1.4 化学名 

IUPAC名： 

 

 CAS名 ： 

 

1,2,5,6-tetrahydropyrrolo[3,2,1- ij]quinolin-4-one 

 

1,2,5,6-tetrahydro-4H-pyrrolo[3,2,1- ij]quinolin-4-one 

（CAS No. 57369-32-1） 

 

1.5 コード番号 CGA49104、CG114 

 

1.6 分子式、構造式、分子量 

 分子式 C11H11NO 

 

 構造式 

  

N O

 

分子量 173.21 
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2．有効成分の物理的・化学的性状 

試験項目 
純度 
(%) 

試験方法 試験結果 

色調・形状 99.9 目視 白色・固体(粉末) 

臭気 99.9 官能法 無臭 

密度 99.9 OECD 109 1.29 g/cm3 (21 ℃) 

蒸気圧 99.9 OECD 104 5.0 × 10-3 Pa (25 ℃) 

溶解度 
水 99.9 OECD 105 4,600 mg/L (25 ºC) 

有機溶媒 アセトン 99.9 CIPAC MT157.3 140 g/L (25 ℃) 

解離定数 
(pKa) 

99.9 OECD 112 pH 2~12において解離しない 

1-オクタノール／水分配係数 
(log Pow) 

99.9 OECD 107 1.6 (25 ℃) 

加水分解性 99.6 OECD 111 安定 (50.1±0.3 ℃、7 日間、pH 4、pH 7 及び pH 9) 

水中光分解性 

不明 2薬検第955号 
半減期約280時間 

 (滅菌蒸留水、25 ℃、903 W/m2、300~800 nm) 

97.5 12農産第8147号 
半減期約10.4日  

(滅菌緩衝液、pH7、24.6±0.6 ℃、51.9 W/m2、300~400 nm) 

 

試験項目 試験方法 試験結果 

土壌吸着係数 OECD 106 
Kads

Foc：131~877 (5種類の国内土壌) 

Kads
Foc：76~247 (4種類の海外土壌) 

土壌残留性 記載なし 

粒剤、水田土壌 
沖積埴壌土 
半減期 4.8日 
(土壌の深さ0~10 cm、減衰曲線による推定値) 

火山灰埴土 
半減期 34.8日 
(土壌の深さ0~10 cm、減衰曲線による推定値) 
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3．申請に係る情報  

ピロキロンは、2024 年現在、諸外国での登録はない。 

 
4．作用機作 

ピロキロンは、ヒドロキシナフタレン還元酵素を標的とするメラニン合成阻害剤（MBI-

R）である。ヒドロキシナフタレン還元反応を阻害することで、シタロン及びバーメロン

の合成が阻害され、最終的にはメラニン合成が阻害されることにより、いもち病菌の侵入

糸がイネ体内に侵入する過程が特異的に阻害されると考えられる。 

（FRAC 分類：16.1※） 

※参照：https://www.frac.info/ 

 

5．登録状況 

5. 1 申請農薬 16製剤 
・コラトップ粒剤５ 
（ピロキロン5.0 %粒剤） 

・コラトップトレボン粒剤 
（エトフェンプロックス1.0 %・ピロキロン5.0 %粒剤） 

・コラトップ１キロ粒剤１２ 
（ピロキロン12.0 %粒剤） 

・ピカピカ粒剤 
（フィプロニル1.0 %・イソプロチオラン8.0 %・ピロキロン2.0 %粒剤） 

・デジタルコラトップアクタラ箱粒剤 
（チアメトキサム2.0 %・ピロキロン12.0 %粒剤） 

・コラトップ粒剤２４ 
（ピロキロン24.0 %粒剤） 

・コラトップスタークル１キロ粒剤 
（ジノテフラン5.0 %・ピロキロン15.0 %粒剤） 

・デジタルメガフレア箱粒剤 
（チアメトキサム8.0 %・ピロキロン12.0 %粒剤） 

・コラトップジャンボＰ 
（ピロキロン24.0 %粉粒剤） 

・クミアイコラトップ１キロ粒剤１２ 
（ピロキロン12.0 %粒剤） 

・クミアイコラトップ粒剤２４ 
（ピロキロン24.0 %粒剤） 

・クミアイコラトップ粒剤５ 
（ピロキロン5.0 %粒剤） 

・デジタルミネクト箱粒剤 
（シアントラニリプロール0.75 %・ピロキロン10.0 %粒剤） 

・コラトップ豆つぶ 
（ピロキロン48.0 %剤） 

・協友デジタルコラトップアクタラ箱粒剤 
（チアメトキサム2.0 %・ピロキロン12.0 %粒剤） 
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・協友デジタルメガフレア箱粒剤 
（チアメトキサム8.0 %・ピロキロン12.0 %粒剤） 

5.2 適用作物 稲、稲（箱育苗） 

5.3 使用方法 散布、無人航空機による散布、側条施用等 
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Ⅱ．ミツバチに対する安全性に係る試験の概要 

1. ミツバチに対する安全性に係る試験 

ピロキロンのミツバチに対する安全性に係る試験を表 1 に示す。 

表 1：ミツバチに対する安全性に係る試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*（参考）公表文献の検索結果（資料 2） 
（生活環境動植物及び家畜に対する毒性に関する分野） 

データベース名: ①Web of Science (Core Collection) 
②J-STAGE 

 

検索対象期間: ①②2008年10月1日から2023年9月30日  

   

【表題と概要に基づく適合性の有無の評価】 
明らかに評価の目的と適合しない文献の除外 
 

「適合性なし」以外の文献のうち、「生活環境動植物及び家畜に対する毒性
に関する分野」に該当する文献数 2 

【全文に基づく適合性の有無の評価】 
評価の目的と適合しない文献の除外  

「適合性あり」の文献数 0 

【適合性の分類】 
分類基準を設定して全文をレビューし、評価目的への適合性を 
a、b、c の3つの区分に分類 
区分a ; リスク評価パラメーターを設定又は見直すために利用可能と判断される文献 

区分b ; リスク評価パラメーターを設定する際の補足データとして利用が可能と想定される文献 

区分c ;  a又はbに分類されない文献  

「区分a~c」に分類された文献数 0 

         試験生物として「セイヨウミツバチ（Apis mellifera）」 
                  を用いている 

審議の対象とする文献数 0 
 

該当する文献数（すべての分野の文献） 102 

 

※公表文献に関する情報募集（令和 7 年 5 月 19 日~ 6 月 15 日）で寄せられた情報はない。 

  

試験の種類 評価段階 試験数 公表文献数* 

成虫単回接触毒性試験 

第1段階 

1 0 

成虫単回経口毒性試験 1 0 

成虫反復経口毒性試験 0 0 

幼虫経口毒性試験 0 0 

花粉・花蜜残留試験 0  

蜂群への影響試験 第2段階 0  
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2. ミツバチ個体への毒性（毒性指標） 

2.1 成虫単回接触毒性試験 

セイヨウミツバチ成虫を用いた単回接触毒性試験が実施され、48 h LD50 は >100 μg ai/bee 

であった。 

表 2：単回接触毒性試験結果（資料 1、2023 年） 

被験物質 原体 

供試生物/反復 セイヨウミツバチ(Apis mellifera)/ 3反復、10頭/区 

準拠ガイドライン OECD TG214 

試験期間 48 h 

投与溶媒(投与液量) アセトン(2 μL)  

暴露量 

(設定量に基づく有効

成分換算値) 

(μg ai /bee) 

対照区 

(水) 

(死亡率 %) 

対照区 

(アセトン) 

(死亡率 %) 

6.3 12.5 25.0 50.0 100 

死亡数/供試生物数 

(48 h) 

0/30 

(0 %) 

1/30 

(3.3 %) 
2/30 0/30 3/30 3/30 2/30 

観察された行動異常 瀕死 

LD50 (μg ai /bee) (48 h) >100 
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2.2 成虫単回経口毒性試験 

セイヨウミツバチ成虫を用いた単回経口毒性試験が実施され、48 h LD50 は >82.4 μg ai/bee 

であった。 

表 3：単回経口毒性試験結果（資料 1、2023 年） 

 

2.3 成虫反復経口毒性試験 

該当なし 

 

2.4 幼虫経口毒性試験 

該当なし 

 

3．花粉･花蜜残留試験 

該当なし 

 

4．蜂群への影響試験 

該当なし 

 

 

  

被験物質 原体 

供試生物/反復 セイヨウミツバチ(Apis mellifera)/ 3反復、10頭/区 

準拠ガイドライン OECD TG213 

試験期間 48 h 

投与溶液(投与液量) 50 %ショ糖溶液(200 μL/区) 

助剤(濃度%) アセトン(5 %) 

暴露量 

(摂餌量に基づく有効

成分換算値) 

(μg ai/bee) 

対照区 

(無処理) 

(死亡率 %) 

対照区 

(アセトン) 

(死亡率 %) 

6.2 12.5 24.7 46.5 82.4 

死亡数/供試生物数 

(48 h) 

0/30 

(0 %) 

0/30 

(0 %) 
1/30 0/30 1/30 1/30 1/30 

観察された行動異常 なし 

LD50 (μg ai/bee)(48 h) >82.4 
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Ⅲ．毒性指標 

1．毒性試験の結果概要 

 毒性試験の結果概要を表 4 に示す。 

表 4：各試験の毒性値一覧 

 

 

 

 

 

 

 

2．毒性指標値 

ピロキロンの蜜蜂への影響評価に用いる毒性指標値は以下のとおりとした（表 5）。 

 

（1）成虫単回接触毒性 

48 h LD50 値（>100 μg ai/bee）を採用し、毒性指標値を 100 μg ai/bee とした。 

 

（2）成虫単回経口毒性 

48 h LD50 値（>82.4 μg ai/bee）を採用し、毒性指標値を 82 μg ai/bee とした。 

 

表 5：ピロキロンのミツバチへの影響評価に用いる毒性指標値 

 

 

 

 

 

 

3．毒性の強さから付される注意事項 

成虫単回接触毒性及び成虫単回経口毒性共に LD50 は 11 μg/bee 以上であったため、注意

事項は要しない。 

 

Ⅳ．暴露量の推計 

本剤は、昆虫成長制御剤に該当せず、成虫単回接触毒性の毒性値（LD50 値）が 11 μg/bee

以上であること、及び成虫単回接触毒性以外の毒性値が超値（成虫単回経口毒性試験 LD50：

>82.4 μg/bee）であることから、1 巡目の再評価において、リスク評価を行う対象とはしない。

そのため、暴露量の推計は行わない。 

 

毒性試験 
毒性値 

ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ 試験 

成虫単回接触毒性 48 h LD50(μg ai/bee) >100 

成虫単回経口毒性 48 h LD50(μg ai/bee) >82.4 

生育段階 毒性試験の種類 毒性指標値(単位) 

成虫 

単回接触毒性 48 h LD50 (μg ai/bee) 100 

単回経口毒性 48 h LD50 (μg ai/bee) 82 
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Ⅴ．評価結果 

 ピロキロンは、申請された使用方法に基づき使用される限りにおいて、ミツバチの群の維

持に支障を及ぼすおそれはないと考えられる。 

 

 

評価資料 

資料 
番号 報告年 

題名、出典(試験施設以外の場合) 
試験施設、報告書番号 
GLP適合状況(必要な場合)、公表の有無 

1 2023 
(2024修正) 

Pyroquilon – Acute Toxicity to the Honeybee Apis mellifera L. under Laboratory 
Conditions Final Report Amendment 1 
BioChem agrar Labor für biologische und chemische Analytik GmbH 
Report No.: 23 48 BAA 0038 
GLP、未公表 

2 2024 
ピロキロン 
公表文献調査結果報告書 
公表 

 

評価資料（公表文献） 

 該当なし 

 

 

 




